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静岡労働局

差出人: 静岡労働局 [shizuokarodo@mail.wbs.ne.jp]
送信日時: 2017年5月24日水曜日 17:01
宛先: shizuokarodo@mail.wbs.ne.jp
件名: 静岡労働局メールマガジン第２１８号

●○o・●○・o。●○・o。o・●○・o。o・●○・o。●○・o。・o。●○o・●○・o。

静岡労働局メールマガジン配信サービス

○o・●○・o。●○・o。o・●○・o。o・●○・o。●○・o。・o。●○o・●○・o。●

このメールマガジンは、静岡労働局ホームページに新たに掲載したニュース、

静岡労働局が主催するイベント、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に、

月２回（原則毎月１０日、２４日）配信しています。

※発行日が土・日・祝日の場合はその翌日に配信します。

■■ 静岡労働局ホームページ ■■○о。○о。○о。

△▼ 新着情報▼△

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●　民間人材ビジネスの活用を希望するハローワークの求職者に対する

リーフレット配布等の応募の受付をしています

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定） において、「（ハローワー

クの）求職者が民間人材ビジネスの活用を希望する場合の円滑な誘導支援

を速やかに開始する」とされたことを受け、厚生労働省においては、民間

の職業紹介事業者及び労働者派遣事業者から各社のサービス内容等を記載

したリーフレットを公募し、平成25年11月下旬から順次、ハローワークに

おいて民間人材ビジネスの活用を希望する求職者の方々に対して各社のリ

ーフレットを配布すること等の取組を実施してきました。

　平成29年度においても本事業を引き続き実施することとなり、事業者の

募集を随時行うこととなりました。

　詳しくは、こちらをご覧ください。

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2017topics/_119940.html

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部　職業安定課　TEL：054-271-9950

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●　平成29年　静岡県内の労働災害発生状況（平成29年4月末現在）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　静岡県内の労働災害をとりまとめました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/_120339.html

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部　健康安全課　TEL：054-254-6314

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

● 「労働契約法に基づく無期転換ルール」について

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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　無期転換ルールとは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約につ

いて、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて5年を超え

た場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約（無

期労働契約）に転換されるルールのことです。

　労働契約法に基づく無期転換が本格的に行われることが見込まれる平成

30年4月まで、残り1年を切りました。

　なお、無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発

生する前に雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいもの

ではありません。また、有期契約の終了前に使用者が更新年限や更新回数

の上限などを一方的に設けたとしても、裁判例によると、雇止めをするこ

とが許されない場合もありますので慎重な対応が必要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2017topics/_120405.html

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室（指導）TEL：054-252-5310

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●　求職者支援訓練7月～9月開講コースの募集開始しました

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　現在、求人者支援訓練7月～９月開講コースの受講者を募集しています。

なお、訓練コース一覧は日々更新しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2017topics/_120408.html

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部　訓練室 TEL：054-271-9956

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●　【６月１３日・東京開催】しずおかUIJターン就職フェア

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」にてしずおかUIJターン就

職フェアが行われます

【日時】

6月13日（火）13時30分～16時30分（受付時間は13時からになります。）

【内容】

13:30～14:00　企業PRタイム（１社１分程度の個別PR　全社参加予定）

14:00～16:30　合同面接会　相談ブースにて静岡U・Iターン就職サポート

センター職員によるUIJターンに関する相談も実施

【対象】

平成30年3月卒業予定の大学（院）、短大、高専、専修学校等の学生及び卒

業後概ね3年以内の求職者

【参加企業】

静岡県内に就業場所があり、上記対象者を正社員として採用予定のある企

業

【その他】

参加無料・履歴書不要・入退場自由

詳しくは、こちらをご覧ください。
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http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2017event/_120392.html

=======================================================================

■行政運営方針

　http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/aramashi.html

■局だより

　http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/roudoukyokudayori.html

■記者発表資料

  http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou.html　

■各種統計資料

  http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei.html

■各種相談窓口

  http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai.html　

■調達情報

　http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/choutatsu_uriharai.html

=======================================================================

■メールマガジンの配信停止、登録内容の変更を希望される方は、

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/mailmag.html

からお願いします。

■ご意見・ご要望は下記へお寄せ下さい。

※本アドレスは送信専用です。返信いただきましても、ご質問・ご依頼などには

お答えできませんので、あらかじめご了承ください。

●○o・●○・o。●○・o。o・●○・o。o・●○・o。●○・o。・o。●○o・●○・o。

■静岡労働局メールマガジン配信サービス

【発行】厚生労働省　静岡労働局

【編集】静岡労働局　雇用環境・均等室

　　　　〔〒420-8639 静岡県静岡市葵区追手町9番50号 （電話：054-254-6320）〕

【ホームページ】http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

○o・●○・o。●○・o。o・●○・o。o・●○・o。●○・o。・o。●○o・●○・o。●


